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熊本県環境生活部食の安全・消費生活課（消費生活センター） 
 

〒８６２－８５７０ 

熊本市水前寺６丁目１８番１号（熊本県庁新館４階） 

TEL０９６－３３３－２２９１ FAX０９６－３８２－７４０３ 



１ 事業の目的 

市町村が行う多重債務相談をサポートする体制を構築し、相談窓口の支援を行うこと

により、県内市町村における多重債務相談窓口の設置及び相談体制の充実・強化を促進

する。 
 

２ 事業の内容 

熊本県環境生活部食の安全・消費生活課消費生活センター内、または、当課と当事業

業務受託者において協議決定した場所に多重債務相談アドバイザーを配置し、次の業務

を行う。 

(1) 市町村が行う多重債務相談に対する電話での助言 

市町村からの問い合わせに答える専用電話（ホットライン）により、市町村が多重

債務相談を受ける中で生じた疑問などに答え、相談対応について助言を行う。 

(2) 市町村多重債務相談窓口での相談員等実地支援 

・市町村へ出向き、多重債務相談に同席し、市町村の相談窓口担当職員又は相談員に

対して助言又は相談支援を行う。 

(3) 多重債務相談研修への講師派遣等 

・市町村又は県が行う多重債務相談研修へ講師を派遣する。 

・市町村が行う研修に対して、提案及び助言を行う。 

※(1)の業務については、曜日を定めて週３日以上、1 日４時間以上、少なくとも 1 人の

従事を原則とする。 
 

３ 応募について 

(1) 応募に係るスケジュールについて 

①募集開始 

日時：平成２１年４月１５日（水） 

②説明会 

日時：平成２１年５月１日（金） 

場所：食の安全・消費生活課（県庁新館４階） 

③募集締め切り 

平成２１年５月１５日（金） 

④コンペ実施日 

日時：平成２１年５月１９日（火） 時間は応募者へ連絡します。 

場所：熊本県庁本館１１階１１０１会議室 

⑤委託先決定 

日時：平成２１年５月２８日（木）まで 

⑥事業開始 

平成２１年６月１日（月）以降の契約締結の日 

 

(2) 応募資格について 

多重債務相談に関する活動を行う旨を定款等で明記している、熊本県内に主たる事務

所を所有している法人であって、次の用件をすべて満たすこと。 

① 今回の業務を受託できるための十分な組織体制を有していること。（又はその見込み

があること。 

② 募集締切日（平成２１年５月１５日）前に、１年以上の多重債務相談関係の活動実

績があること。 

③ 宗教活動又は政治活動を目的としていないこと。 

④ 特定の公職者（その候補者を含む）又は政党を推薦、支持又は反対することを目的



としていないこと。 

⑤ 暴力団ではないこと又は暴力団若しくは暴力団の構成員の統制の下にないこと。 
 

(3)応募書類 

① 多重債務市町村サポート事業委託応募書（様式第 1 号） 

② 事業計画書（様式第２号） 

③ 法人に関する調書（様式第３号） 

④ 役員、職員（事業関連者）名簿（様式第４号） 

⑤ 法人の定款、規約又はこれに代わるもの（様式は自由） 

⑥ 直近 1 年間の事業報告書（書式は自由） 

⑦ 直近 1 年間の収支計算書（書式は自由） 

⑧ 今年（現在）の事業計画書及び収支予算書（書式は自由） 

⑨ その提案事業の参考となる資料(パンフレット、会報、新聞・雑誌の記事があれば添

付すること。） 

(注１）書類の大きさは A４判に統一すること。ただし、⑨のパンフレット等で A４判で

はないものを除く。 

 

(4) 応募書類提出 

熊本県環境生活部食の安全・消費生活課消費生活センターに持参又は郵送（当日必着）

すること。 

※直接持参される場合の受付時間：午前８時３０分～午後５時３０分 

住 所 〒８６２－８５７０ 熊本市水前寺６丁目１８番１号 

電 話 ０９６－３３３－２２９１ 

ＦＡＸ ０９６－３８２－７４０３ 
 

(5) 応募に係る費用 

応募者（法人）の負担とする。 

 

(6) その他 

提出書類は返却しない。 
 

４ 事業の実施期間 

契約締結の日から平成２２年３月３１日まで（約１０か月） 
 

５ 委託法人の選考の方法 

市町村の多重債務相談窓口の設置及び相談体制の充実・強化のため、効果的なサポー

トを行うことができるように、サポート体制について提案資料の提出とプレゼンテーシ

ョンにより、委託法人を選考する。 
 

６ 委託費 

２，４２１，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）を上限とする。 
 

７ 委託法人選定の方法 

委託法人の選考は、外部の有識者を交えた選考委員会において行う。 


